
公立学校共済組合大阪支部用

育児休業⽀援⼿当⾦の請求は、「育児休業⽀援⼿当⾦請求書」に添付書類を添えて、事実発⽣⽇（育児休業開始⽇）以降に所属所を通じて提出してください。
なお、育児休業⽀援⼿当⾦の請求は、原則として、育児休業⼿当⾦の請求と併せて、または、請求後に⾏ってください。（育児休業⼿当⾦と共通の添付書類の提出を省略するため。）

添付書類 ①     ⺟⼦健康⼿帳の写し（出産予定⽇が記載されたページおよび出⽣届出済証明のページ）
②     組合員の配偶者であることが確認できる書類 【世帯全員について記載された住⺠票（続柄の記載あり、かつ、個⼈番号の記載が省略のもの。）等】（コピー不可）
③     配偶者の状況について証明する書類（下表で該当する要件を確認のうえ、添付書類を「育児休業⽀援⼿当⾦請求書」の裏⾯で確認してください。）

★チャート表

（※１）対象期間とは次のとおりです。
(a)   組合員が当該育児休業に係る⼦について産後休業をしなかったときは、⼦の出⽣⽇から起算して56⽇を経過する⽇の翌⽇まで
(b)   組合員が当該育児休業に係る⼦について産後休業をしたときは、⼦の出産予定⽇または出⽣⽇のうち早い⽇から、⼦の出産予定⽇または出⽣⽇のうち遅い⽇から起算して112⽇を経過する⽇の翌⽇まで

（※２）配偶者が⽇々雇⽤される者である場合や、配偶者が期間を定めて雇⽤される者である場合等の理由により、育児休業の取得要件を満たさない場合に該当となります。
  よって、配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合は該当しません。

　育児休業支援手当金　支給要件確認表　

組合員（請求者）は、対象期間（※１のａ⼜はｂ）に育児休業を何⽇取得しますか。

１４⽇以上

育児休業に係る⼦（以下、⼦）に対して組合員の続柄はどちらにあたりますか。

⼦の⺟親、または、⼦の養⽗⺟（⼦が養⼦の場合）

⼦と法律上の親⼦関係があり、かつ、⼀緒に養育する予定の配偶者（以下、配偶者）はいますか。

いる

配偶者は雇⽤される労働者であり、かつ、育児休業を取得することができますか。

はい

配偶者は、⼀定期間（※１のａ）に育児休業を何⽇取得しますか。

１４⽇未満

要件に該当しないため、

支給対象外です。

１４⽇以上
(ア) 一定期間内（※１のａ）に、
当該育児休業に係る子につい
て育児休業をした日数が通算
して14日以上であるとき

に該当するため支給可能です。

いいえ
(カ) 配偶者が働いていない
場合

(キ) 配偶者が自営業者やフ
リーランスなど雇用される労
働者でない場合

(ク) 配偶者が一定期間内
（※１のａ）に育児休業をする
ことができない場合（※２）

のいずれかに該当する場合、
支給可能です。

いない

(ウ) 配偶者がいない場合
又は、配偶者が行方不明で
ある場合

(エ)配偶者が組合員の子と
法律上の親子関係がない場
合

(オ) 組合員が配偶者から暴
力を受け別居中である場合

のいずれかに該当する場合、
支給可能です。

⼦の父親
（⼦が養⼦でない場合）

配偶者が育児休業に係る

子を出産している場合は、

「配偶者の育児休業を要件

としない場合」のいずれか

（(イ) 配偶者が産後休業中

など）に該当するため、

支給可能です。

なお、添付書類③は不要で

すが、請求書の「配偶者の

状況」欄には該当する項目

にチェックしてください。

１４⽇未満

要件に該当しないため、

支給対象外です。


